
             河瀬高等学校同窓会会則      

 

第１条     本会は「河瀬高等学校同窓会」と称し、事務局を滋賀県立河瀬高等学  

   校内におく。  

 

第２条     本会は会員相互の交誼を厚くし、会員と母校との関係を親密にし、母  

   校と地域の発展に寄与することを目的とする。  

 

第３条     本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。  

        １ . 必要に応じて会誌・会報および会員名簿を発行する。  

        ２ . 母校の事業を援助する。  

        ３ . その他第２条の目的を達するために必要な事業を行う。  

 

第４条     本会の会員は次の通りとする。  

        １ .  正  会  員   （イ）母校卒業生  

                       （ロ）母校に在学したもので理事会の承認を得たもの  

        ２ .  特別会員     母校教職員  

        ３ .  客  員     母校旧職員  

        ４ .  名誉会員     本校に特別の関係があり、総会で推挙せられたもの。  

 

第５条     本会に次の役職員を置き、任期は２年とする。但し、重任しても差し  

  支えない。（補欠で役員になったものの任期は、前任者の残留期間とする）  

               会長   １名           副会長   ２名       理事   若干名  

             書記・会計   若干名     会計監査   ２名        顧問   若干名  

 

第６条     本会の役職員は次の方法で決める。  

        １ .  会長１名、副会長２名ならびに会計監査２名は総会において会員中  

    より選出する。また、学校長及び会長の必要とする者を顧問に委嘱   

   する。  

        ２ .  理事は総会の承認をへて会長が委嘱する。また、教頭を理事に委嘱  

    する。  

        ３ .  会長は理事会の承認をへて、理事の中から常任理事を委嘱すること  

    ができる。 

        ４.  書記・会計は、会員中より会長が委嘱する。 

 

         

第７条     本会の役職員の任務は次の通りとする。  

        １ .  会長は本会を代表し、会務を総理する。  

        ２ .  副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその代理をする。  

        ３ .  理事は理事会を組織し、臨機の要務について議決する。但し、会長  

     は必要に応じて常任理事会を持って理事会に代えることができる。  

        ４ .  書記・会計は会長の指示を受けて庶務会計の事務を処理する。  

        ５ .  会計監査は本会の会計を監査する。 

        ６.  顧問は、本会の活動に関して会長の諮問に応じるものとする。 

 

第８条     総会、理事会、常任理事会は会長が召集する。  

 

第９条     総会は原則として毎年１回開催し、必要に応じ随時開催する。総会に  



   は本会の事務及び会計の報告ならびに本会運営の重要事項を討議する。       

    但し、会長は必要に応じ理事会または常任理事会を以って総会に代え        

  ることができる。 

 

第１０条 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入を以って支弁する。  

 

第１１条   正会員は入会の際、入会金２,０００円、終身会費３,０００円を納付する。  

 

第１２条   本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。  

 

第１３条 本会に支部を設置することができる。支部を設置しようとするときは    

      会長に次の事項を届け出てその承認を得なければならない。  

        １ .  支部の名称  

        ２ .  支部の所在地  

        ３ .  支部の役員名  

 

第１４条   会員は転居または身上に移動があった場合は、必ず事務局に報告する 

    ものとする。  

 

第１５条   会員で本会の体面を汚すような行為をしたものは、総会の議決により     

      除名することができる。  

 

第１６条   本会会則の改正は、総会において出席者の過半数の同意を必要とする。  

     

 

                               付   則  

 

       本会会則は昭和６１年４月１日より施行する。  

       平成２９年１２月９日 一部改正  

 


